
鏡野町保健福祉課（発達支援相談窓口）　電話（0868）54－2986　FAX（0868）54－2891お問い合せ先

4月2日は「世界自閉症啓発デー」4月2～8日は「発達障害啓発週間」です
　自閉症をはじめとする発達障害は生まれつきの脳の機能障害ですが、一見しただけでは
障害があるとわかりにくいのが特徴です。発達障害について正しい理解を身につけること
は、発達障害のある方だけでなく、みんなが自分らしく暮らせる町づくりにつながります。
　保健福祉課の発達支援相談窓口では、発達支援コーディネーター（臨床心理士）が、発
達障害のある方やご家族のご相談に応じています。気軽にご相談ください。

　

平
成
29
年
４
月
よ
り
、
月
曜
日
窓
口
事
務

延
長
中
に
、
こ
れ
ま
で
の
事
務
に
加
え
て
パ

ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
場
所
】　

鏡
野
町
役
場
本
庁　

住
民
税
務
課

【
延
長
時
間
】

月
曜
日
19
時
ま
で
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受

け
取
り
は
18
時
30
分
ま
で
）

※

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
き
ま
す
。

【
取
り
扱
い
事
務
】

・
住
民
票
、
戸
籍
に
関
す
る
証
明
書
の
発
行

・
印
鑑
登
録
、
証
明
書
の
発
行

・
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
の
住
所
や
氏
名
の

書
き
か
え
、
再
発
行
受
付

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

・
パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り

※

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

※

岡
山
県
証
紙
の
販
売
時
間
は
延
長
し
て
い

ま
せ
ん
。

【
お
願
い
】

・
各
種
申
請
時
に
、
運
転
免
許
証
と
い
っ
た

本
人
確
認
書
類
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

・
代
理
の
方
の
各
種
手
続
き
に
は
委
任
状
な

ど
が
必
要
で
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

お
問
い
合
せ
先

　

鏡
野
町
役
場　

住
民
税
務
課

　

電
話
（
０
８
６
８
）
５
４
―
２
９
８
５

　

Ｆ
Ａ
Ｘ（
０
８
６
８
）
５
４
―
３
９
４
０

　

平
成
29
年
８
月
か
ら
、
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
期
間
が
10
年
と

な
り
ま
す
。

※

資
格
期
間
↓
保
険
料
納
付
済
・
免
除
期
間
、
合
算
対
象
期
間
、
厚
生
年
金
等
の
加
入
期

間
な
ど

◆
制
度
改
正
の
注
意
点

①
年
金
を
受
給
す
る
た
め
の
年
齢
要
件
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。 

②
遺
族
の
年
金
や
障
害
の
年
金
の
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
、
老
齢
の
年
金
を
決
定
し
て

も
併
給
調
整
に
よ
り
停
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
っ
て
手

続
き
を
行
っ
て
も
、
皆
様
の
受
け
取
る
年
金
額
が
変
わ
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

③
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
要
件
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
資
格
期
間
が

25
年
以
上
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
年
金
請
求
書
の
送
付
時
期

　

日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
、
資
格
期
間
が
10
年
以
上
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
方
に
は
、

ご
自
宅
宛
て
に
老
齢
の
請
求
書
（
黄
色
）
を
発
送
し
ま
す
。

　

黄
色
の
請
求
書
が
届
か
な
い
方
で
も
、
任
意
加
入
の
申
出
に
よ
り
期
間
を
加
え
た
り
、

合
算
対
象
期
間
を
含
め
て
年
金
を
受
給
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
自
身
の
資
格

期
間
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

黄
色
の
請
求
書
は
平
成
29
年
２
月
下
旬
〜
７
月
上
旬
に
か
け
て
順
次
発
送
を
行
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
決
ま
り
次
第
日
本
年
金
機
構
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
手
続
き
に
つ
い
て

　

黄
色
の
請
求
書
が
お
手
元
に
届
き
次
第
、
市
区
町
村
役
場
に
て
必
要
な
各
種
証
明
書
類

の
発
行
を
受
け
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
等
で
手
続
き
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
を
受
給
す
る
権
利
が
発
生
す
る
日
は
平
成
29
年
８
月
１
日
と
な
り
ま
す
。 

年
金
受
給
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
ご
相
談
・
お
手
続
き
に
つ
い
て
は
年
金
事
務
所
ま
た
は

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

月
曜
日
窓
口
事
務
延
長
の
お
知
ら
せ

年
金
受
給
資
格
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

お
問
い
合
せ
先

津
山
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課　

電
話
（
０
８
６
８
）
３
１
―
２
３
６
３

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

電
話　

０
５
７
０
―
０
５
―
１
１
６
５

※

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け
に
な
る
場
合
は　

電
話　

０
３
―
６
７
０
０
―
１
１
６
５
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